
実施体系図

１．判定士への情報提供方法

２．判定依頼を前提とした連絡方法

群馬県被災宅地危険度判定士 連絡体制

　　（注）：判定活動を依頼する際には、関係団体や勤務先に登録に関わる情報を提供し、連絡を
　　 　　　 行って頂くこともありますので、ご了承願います。
　　　   ※県市町村職員である宅地判定士には、所属を通じて連絡を行います。

　　　●連絡手段：①判定士として登録されている電子メールアドレスに一斉配信。
　　　　　　　　　　　 ②県ホームページに情報を掲載。

　※上記表中の『宅地判定士』とは、『群馬県被災宅地危険度判定士』を表しています。
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